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予算決算委員会産業建設分科会会議記録 

（決算審査） 

１．日 時 
令和６年１０月２日（水） ９：３０開会 

令和６年１０月２日（水）１５：２８散会 

２．場 所 議員協議会室 

３．出席議員 
荒木礼子座長、隅田雅春副座長、金崎美和委員、大内正博委員、 

上田英樹委員 

４．参考人 なし 

５．傍聴者 なし 

６．会議に付した事件 

認定第１号 令和５年度丹波篠山市一般会計歳入歳出決算認定について 

７．議事の経過 

荒木座長  挨拶 

 

荒木座長  開議宣告 

 

９：３０  開議 

 

日程第 1 認定第１号 令和５年度丹波篠山市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

■観光交流部（丹波篠山国際博担当） 

 

【主な説明】 

観光交流部（丹波篠山国際博担当） 決算説明資料に基づき説明 

【主な質疑】 

上田委員        決算説明資料 356 ページ、万博推進事業について、委託料

の中で英語版丹波篠山市マップ制作、3,000部、それと公式ホ

ームページ動画作成委託 489 万円ということで、特に公式ホ

ームページについては大きな金額ですけど、どのようなもの

なのか。今の活用状況について、令和 5 年度に製作して令和

6 年度の活用動向も含めて内容を教えていただきたいと思い

ます。 

観光交流部（国際博）  マップについて、日本語版はありましたが、日本語版だけ
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ではインバウンドの対応ができませんので、そのマップの英

語版のマップを 3,000 部つくらせていただきました。パンフ

レットについても、日本語版はありましたが、英語版をつく

らせて頂きました。公式動画の作成委託費については債務負

担行為でつくらせていただいております。決算額 489万 9,048

円は令和 5 年度の分で、令和 6 年度も動画の作成やホームペ

ージの作成を引き続きさせていただいておりまして、10月末

にフルオープンをさせる予定です。フルオープンした際には

ご報告させていただきたいと思います。 

上田委員        そのマップですけど、どこに置いてあるんですか。活用方

法をお聞きします。 

観光交流部（国際博）  このマップは観光ステーション、各支所、また商工観光課の

窓口に置いています。 

上田委員        負担金の中で、関西観光本部負担金 50万円が上がっていま

す。これは以前からあったものなのか。今回の万博推進に伴

うものなのか詳細を教えていただけますか。 

観光交流部（国際博）  関西観光本部負担金に関しては以前からあり、インバウン

ド向けの関係費用として使わせていただいております。去年

までは観光戦略係のほうで進めさせていただいた事業になり

ます。 

上田委員        事業効果の中で、ひょうごフィールドパビリオン構想の兵

庫県の担当、また万博本体の日本国際博覧会協会との連携、

情報共有、ＰＲイベントなどを行い準備に向けた取組の機運

の醸成を行うことができたということが書いてあるんですけ

ど、具体的にどのような情報共有やＰＲイベント連携をされ

たのか。またそれに伴う手応えなどをお聞かせいただきたい

と思います。 

観光交流部（国際博）  兵庫県の万博推進局との連携は、昨年度から進めておりま

す。兵庫県はひょうごフィールドパビリオンを大阪・関西万

博の連携事業としてやっております。県の連携事業として、

市単位で万博との共催を目指しているのは、丹波篠山市の丹

波篠山国際博、それから淡路島 3 市のほうで取り組んでいる

AWAJI島博をフィールドパビリオンの連携事業と位置づけて、

県のホームページの中で紹介をしています。また、私どもも

フィールドパビリオンの紹介をするという相互連携をさせて

いただいています。その中で、9 月 26 日から 29 日までツー
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リズムＥＸＰＯジャパン 2024 という日本の観光業界の大き

なイベントがありましたけども、そこにひょうご観光本部が

オール兵庫として、丹波篠山市にもお誘いを頂いて共同出展

をして、大変多くの観光のお客様あるいは業界の皆さんにお

越しを頂いて、国際博の発信、取組内容を紹介させていただ

く機会となりました。このような形で県との連携をしていま

す。 

また、万博協会のほうとも定期的に連携をしておりまして、

丹波篠山市内で行われる推進市民委員会には必ず協会の方も

来られて、今の万博の進捗状況などを御説明されたり、また、

丹波篠山市内の事業者の方に、万博のホームページのサイトで

取り上げるようなお願いをしたりしていただいているところ

です。また、11月頭にはいよいよ半年前ということで市民推進

委員会を開催されて、皆さんにまたお越し頂く機会になるかと

思いますけれども、その際には万博協会、あるいは県の万博推

進局ともご一緒させていただいて、さらに本番に向けて 3者連

携で、恐らく来年度はいよいよ万博本会場でのイベント等の市

の出展の御相談が来るのではないかと思いますので、そんなこ

とを話合いしながら、しっかり準備を進めてまいりたいと思い

ます。 

上田委員        ありがとうございました。今言われたことは令和 6 年度の

事業で、今回は令和 5 年度の決算ということで、今言ってい

ただいたことは、令和 5 年度にある程度の組織固めができた

ので、令和 6 年度のほうに繋がっているということで聞かせ

て頂きました。私の意図としては、令和 5 年度に新しい部署

ができた中で、機運醸成も行ったということで、そういう組

織体制も含めて、きっちりと出来たのかという質問でしたの

で、赤松部長からもし何か令和 5 年度の関係でありましたら

お願いします。 

観光交流部（国際博）  令和 5 年度当初は御存じのとおり私と東田政策官と課長と

いう 3 人体制でした。組織としては頭でっかちな組織でござ

いましたけれども、その中で工夫させていただいて、東田政

策官につきましてはＪＴＢから来られており、ＪＴＢという

のは全国各地のいろんな団体・機関に職員を派遣されていま

すので、そことの連携により新たな取組に展開したケースも

ございます。課長につきましては、いろんな人と人のつなが
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りを非常に大事にしてくれましたので、市内外のキーマン、

キーウーマンとの連携や協力を得ることが、取組をスムーズ

に進めることができました。私は庁内の連携・調整のほか、

市内外でデカンショのほうでいろいろとＰＲをさせていただ

きまして、我々のできることは令和 5 年度にやってきたつも

りでございます。ただ、3人ではなかなかできないということ

で 1人、会計年度職員も採用して 4人体制でやってきた中で、

できることはさせていただいて、先ほど東田政策官が申し上

げたとおり、令和 6 年度につなげるような市民推進会議の立

ち上げであったり、すばらしい実行委員会を立ち上げること

ができました。以前の全協でも聞いていただきましたとおり

小田垣実行委員長さんの思いには非常に強いものがございま

す。実行委員長についていくような形で我々もしっかりと 5

年度に取り組んで、今につながっていると思っています。先

ほどおっしゃったような県の万博推進局、あるいは博覧会協

会のほうにも、令和 5 年度当初に行きまして、我々がこうい

う取組をしているということを説明させていただいて、協力

しようということで、先ほどありましたようにことあるごと

に連携をとらせていただいて、今日につながっていると思っ

ております。できる範囲の中で精いっぱいのことをやらせて

いただいたと思っております。 

上田委員        大成功に向けて協力していきたいと思いますし、成功を祈

っております。ぜひとも大成功に向けて頑張りましょう。 

隅田副座長       丹波篠山国際博については、まだ詳しいことを聞いていな

いのではっきり分からないんですが、今までは既存のイベン

トを活用するということで新しいイベントはしないというよ

うに聞いていましたが、今回、令和 7 年 4 月だけはプロジェ

クションマッピングを行うとお聞きました。大国寺茶まつり

や波々伯部神社の祭りとか、いろいろとピックアップされる

ものがありますが、これらの既存のイベントが、この国際博

のときに、どのように連携してバージョンアップしていくの

かというような議論は令和 5年度にはされたのでしょうか。 

観光交流部（国際博）  令和 5 年度は、今ある祭礼やイベントをきちっとした形で

皆さんにお越し頂けるように情報をホームページやガイドブ

ックを作成させていただいています。また、丹波篠山国際博

は 1 年間の開催になりますので、祭礼とかイベントをお見せ
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するというのは大変大事ですけども、春夏秋冬それぞれに丹

波篠山を知っていただく機会を作らないといけないと思って

います。春はプロジェクションマッピングで、丹波篠山はど

んなものかというのを知っていただけるチャンスがあると思

います。夏はデカンショ祭にプラスアルファさせていただい

た形で、秋は味覚がたくさんありますので、食の聖地という

ことで、味覚を中心にしたイベントのプラスアルファを考え

させていただいております。冬に関しては、未来へという名

前をつけさせていただいていますので、フィナーレではなく

て未来へつながるようなプロジェクションマッピングの機材

を活用して、皆さんが丹波篠山はこんなところなんだという

ことを分かっていただけるように年 4 回、今あるイベントに

プラスアルファした形で皆さんに見ていただけるような仕組

みをつくろうと今、計画を立てているところです。 

隅田副座長       関西万博と同じように丹波篠山国際博も半年と思っていた

のですが、令和 7年の 1年間するということですね。 

それから、丹波焼がひょうごフィールドパビリオンに選定さ

れています。今は陶器まつりとか、焼き物をつくる体験したり

していますけど、県がフィールドパビリオンに指定したことに

よって、具体的にどのようなバージョンアップというか、注目

されるようなことをされるのでしょうか。 

観光交流部（国際博）  ひょうごフードパビリオンのプレミア・プログラムに丹波

焼が認定されています。それ以外にもデカンショ踊りなど１

１のコンテンツが認定されております。ひょうごフィールド

パビリオンのコンセプトというのは、現地に来ていただいて、

体験をしていただいたり、いろんな人と触れ合ったりするこ

とになっています。ひょうごフィールドパビリオンに認定さ

れている１１団体の方も丹波篠山国際博の実行委員会に入っ

ていただいていますので、国際博でも現地での体験や人との

触れ合いをしていただくことで丹波篠山を好きになっていた

だいてファンになっていただくような仕組みを考えています

ので、その辺は一緒に連携して進めています。丹波県民局と

かも随時、連携して会議をしながら進めさせていただいてお

りまして、たくさんの方に来ていただけるように今、仕組み

をつくらせていただいています。 

隅田副座長       最近は農業体験について、都会の人が丹波篠山に来て田植
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したり稲刈りしたり、果物等も自分たちで植えて収穫できる

といったふうなことがあるんですが、国際博ではそういう丹

波篠山の農業とのつながりというのは今回考えておられます

か。 

観光交流部（国際博）  国際博実行委員会の中に自然の恵み部会という部会があり

まして、そちらのほうには生産組合さんとかが入っておられ

ます。10月 5日から周遊バスを走らせます。その関係で 10月

5 日のイベントの中には黒豆の体験をしていただけるように

コースを設定したりしていまして農のほうともつながってお

ります。 

荒木座長        大阪・関西万博が半年で終わりますが、丹波篠山国際博は

まだやっているっていうことをどのようにアピールしていく

のかお考えがありましたらお聞かせください。 

観光交流部（国際博）  来年の 4月 13日から 10月 13日までは大阪・関西万博が開

催されます。国内外から大阪に非常に多くのお客様がお越し

になられますので、ぜひ関西万博プラス丹波篠山国際博とい

うことは第一義として取り組んでまいりたいと思います。た

だ一方で、万博を訪ねて来るインバウンドの方もそれなりに

はいらっしゃいますけれども、圧倒的多くのインバウンドの

方は、万博があるからというよりは、やはり日本の歴史、文

化、芸術、日本のすばらしさが好きで初めてお越しになられ

る方、あるいは最近ですと、もう 2度、3度、リピーターも増

加しています。訪日リピーターは、ゴールデンコースはもう

十分見たよと。もっと日本のすばらしいところを知りたい。

あるいはもっとテーマを持って訪ねたいと。それが食であり、

あるいは先ほどお話が出たような農産品、あるいは工芸、自

然であり、様々なテーマを持ってお訪ねになられるインバウ

ンドの方が増えていますので、関西万博終了後の後半戦も含

めて丹波篠山には多くのお客様が訪れるチャンスというのは

いくらでもあるんじゃないかなと思います。とりわけ京都に

は四季を通じてインバウンドの方が大変多くお越し頂いてい

ます。恐らくこの流れは来年以降も変わらないと思いますの

で、京都から丹波篠山には車で 1 時間半あればたどり着ける

最も京都から近い兵庫県の市の一つだと思いますので、関西

万博の来場者を丹波篠山にお越しいただくとともに、特に京

都あたりのエリアは戦略的に観光誘客に取り組んでいくこと
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によって、京都の日本の文化歴史が大好きなインバウンドの

方は間違いなく、丹波篠山に足を伸ばしていただいて、京都

に匹敵する、この歴史文化、工芸そして皆様の育んでこられ

たＳＤＧＳの取組、こういったものを知っていただいてリピ

ーター化になっていくのではないかと思いますので、この辺

をぜひ 6 年度、そして 7 年度につなげることによって、それ

以降の観光振興の種まきにもなると思いますので取り組んで

いければと考えております。 

上田委員        実行委員会を令和 5 年度に立ち上げられた関連で聞くんで

すけども、先ほど政策官から関西万博が終わっても、続けて

インバウンドは日本の歴史とか文化、芸術を目当てに来られ

るということをおっしゃったんですけど、やっぱり丹波篠山

に来られるのは、そういうものプラス、食を求めて来られる

と思っています。インバウンドだけでなく国内からの来訪者

を迎えることが大切だと思っています。その中で、味まつり

などでは、こういう言い方をしては失礼なのですが食難民、

お店が少なくてご飯を食べるところがなかったとか、途中の

コンビニで買わなければならなかったとか、どうしてもお店

が小規模であることとかがあります。丹波篠山国際博のメイ

ンイベント時にどのような対応をしようと実行委員会で協議

されたのか。食のおもてなしという内容について教えていた

だけますか。 

観光交流部（国際博）  秋の丹波篠山市内はオーバーツーリズム状態と実行委員会

の中でもお話が出ておりました。実行委員会の中で常々、皆

さんが議論する中で念頭に置かれているのは、秋からの分散、

四季折々の年間を通じた丹波篠山を楽しんで頂くこと。それ

から城下町から市内広域への分散、これは丹波篠山の五つの

エリアそれぞれにすばらしい魅力があるということをしっか

り情報発信をすることによって、お城周辺だけではなく、各

エリアに足を運んでいただくことです。国際博の中で、この

ような人の流れをつくっていくためにどうすればいいのかと

いうのは常々議論されています。先ほどの御質問についてで

すけれども、例えば今年の秋もいよいよ来週あたりからその

状態になっていくかと思います。これは令和 6 年度の話にな

って恐縮ですけど、令和 5年度から議論したことを踏まえて、

6 年度に実証事業をしようということで、市内広域周遊バス
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を 10月 5日からこの秋シーズンに走らせます。これは駅を起

点に城下町というよりは、市内広域の周遊をしていただくた

めに 1 日 4 便バスを出します。丹波篠山の国際博のプレ事業

をコースに入れたり、あるいは、各地で行われるイベントを

コースに入れたりすることによって、議員がおっしゃるよう

に城下町周辺ばかりに人が来ると、どうしてもおもてなしに

限界が生じてくると思いますので、ぜひ丹波篠山には城下町

以外にもすばらしいエリアがあって、そこを訪ねればおいし

いお食事処があるというところの分散化を図っていくことを

考えています。来年は本番ですので、そういった交通アクセ

スに加えて、スタンプラリー等も絡めてより能動的に各地に

誘客できるようにして、分散を図ろうということは考えてお

ります。もちろん、城下町でも季節ごとに食のフェアを楽し

めるようなキッチンカーのイベント等もする中で分散を図れ

ればと考えております。 

観光交流部（国際博）  ちょっとつけ加えさせていただいて、令和 5 年度から取り

組んだ内容で、実行委員長が特に言われた食の聖地っていう

ことで、丹波篠山を訪れてくださる方は食を目当てに来られ

る方が多いということで、今、磨き上げをしようと思ってい

ます。春夏秋冬の 4 シーズンに何を丹波篠山で食べていただ

くことができるかを実行委員会をはじめ、これから飲食業組

合さんとかともお話をしていくんですけども、食の聖地感謝

フェアということで 1 年間通じて丹波篠山の食を楽しんで頂

くということで、どういったものが春にあるのか、夏にある

のか磨き上げをして、提供できる飲食店の方を今から募集さ

せていただいて、そこをスタンプラリーとかで巡っていただ

けるような方法を令和 5年度から進めています。 

上田委員        丹波篠山には年間通して食べられる有名なお寿司とか様々

なものがございますので、それも含めて内容をまとめていた

だいてほしいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

■観光交流部（商工観光担当） 

 

【主な説明】 

  商工観光課 決算説明資料に基づき説明 



9／40 

【主な質疑応答】 

隅田副座長       決算説明資料 349 ページで、朝と夜のにぎわい創出補助金

を 269 万円出したという説明があったんですが、どのような

ことをされたのか。概略を説明していただいきたいと思いま

す。 

観光交流部（商工観光） 朝と夜のにぎわいの創出事業ということで、昨年度は 10件

の補助をさせていただいております。主な内容は、例えばカ

ラフルビーンズさんという団体が、子どもが主体となって計

画・実行をする祭りを行われています。また、元気が出るコ

ンサート実行委員会というところで、和太鼓をされている方

が、波々伯部神社の歴史や伝統文化、デカンショ節を取り入

れた和太鼓のコンサートを実施されております。また、ユニ

トピアのプールを使ってナイトプールの事業をすることで、

夜の観光客の創出をされておりましたり、あとは、山賊ワイ

ルドラン実行委員会といいまして、地域の食であったり、魅

力であったり、歴史であったりっていうところを、マラソン

を通して体験してもらう、という事業をされています。 

隅田副座長       ユニトピアのプールを使ったナイトプールは、単に泳ぎを

指導してもらうということではなくて、何かイベント的なも

のがあるのでしょうか。 

観光交流部（商工観光） プールで泳ぐだけではなくて、そこで音楽イベントをされ

ています。さらに参加された方にユニトピアに泊まっていた

だくということで、もともとこの事業は宿泊が少ないという

丹波篠山の観光の特性を改善するために、夜何時以降とか早

朝何時までに開始する事業について補助を行うものになりま

す。全てが宿泊につながっているのか聞き取り等は行ってい

るんですけども、こちらとしましてはできるだけ宿泊施設と

コラボをしてほしいということを呼びかけております。 

金崎委員        同じく、朝と夜のにぎわい事業について、いろいろと補助

をされた中で、それぞれの事業でどれぐらいの来場者数とい

うか、お客さんが来られてにぎわいがあったのかお聞かせく

ださい。 

観光交流部（商工観光） 来場者数を一覧にしたものを持ち合わせておりませんので、

後ほど数字を提示させていただきたいと思います。 

【後刻、資料の提出あり】 

荒木座長        同じく朝と夜のにぎわい創出補助金について、これは令和
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５年度に新設の事業でしたか。実施される団体さんは増えて

いるのか。その辺のことをお聞かせいただけますか。 

観光交流部（商工観光） 令和 4 年度から行っております。初年度はまだコロナ禍が

明けたところで、問合せ等もあったが中止する、などもあっ

てなかなか伸びなかったんですけども、コロナ禍が過ぎまし

て徐々に増えてきております。 

上田委員        決算説明資料 293 ページの労働諸費、この中で丹波篠山市

職業訓練協議会補助金について、篠山技能高等学院への補助

金を出されております。そこでは左官や大工の技術を磨かれ

たりしていることは知っているんですけども、大事なことさ

れているのに、あまり市民の皆さんへ市としてもＰＲが足り

ないんじゃないかなという思いを持っています。事業の効果

の中では建築等の伝統技能の継承、後継者の育成ができたと

いうことが書いてあるんですけども、実際、本当にどのぐら

いできているのか。市として大事な職人技をどのように今後

ＰＲされるのか。その辺の内容を教えてください。 

観光交流部（商工観光） 令和 5 年度につきましては、建築科の 2 コースが実施され

まして計 15名が受講されました。これには市内外の方がおら

れます。おっしゃいましたように、なかなかこの活動が外に

知られていないということも数年前から話題に上っておりま

して、どうやったら活動のＰＲできるのかということで相談

させていただきました。令和 5 年度は専門的な内容で、その

技術を継承するとかだけではなく、例えば造園組合のことを

知っていただくために市民向けの苔玉を活用した箱庭づくり

とか、小さな盆栽づくりの講習を行ったり、左官の技術をＰ

Ｒするためにピザ釜づくりの講習会をされたりということ

で、徐々に市民の中に職人さんの技をＰＲするような取組を

されています。それを市では広報誌に掲載をしてお知らせを

しているというような状況です。 

上田委員        実際にピザ釜づくりを左官業の方が前の車庫を使われてや

られていまして、もう 10年ほど前からされているんじゃない

かと思います。このようなすばらしい施設があって、ここで

職人技を磨かれているのは地域の宝ですので、今後、補助金

だけじゃなく、できる限りＰＲを市としてもやっていただき

たいと思いますので要望させてもらいます。 

観光交流部（商工観光） この件に関しましては今年になりましてから、学院長と事
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務員さんのほうから御相談がありまして、2 度ほど意見交換

をさせていただきました。その中で、これまでは、おおよそ

県の補助がもらえるコースを実施していたんですけれども、

それでは受講の条件が厳しいということもございまして、新

たに県の補助金はもらえないのですが、独自でできるような

コースを開講できないかとお話をさせていただきまして、こ

ういったことにも取り組もうということになっています。そ

れと同時に、市広報紙等によりまして市民の皆さん方に分か

っていただくために、定期的に技能高等学院や実施カリキュ

ラムをＰＲしようと検討しています。 

上田委員        決算説明資料 342ページの商工振興費ですけど、20件の起

業があったという説明を頂きました。コロナが明けてから定

住等も増えてきているんですけど、この 20件について、実際

に丹波篠山市に来て新しく商いを起こされる方はいらっしゃ

るのか。どのような内容になっていますか。 

観光交流部（商工観光） 多くは飲食業とか宿泊業です。あとはいろんな教室等をさ

れるサービス業でありますとか、障害者福祉サービスなどの

業種、それから美容業、理容業といったものが主なものとな

っております。令和 5年度については、宿泊業が 20件のうち

2 件ございました。丹波篠山の特産物をメニューに活用して

業を行おうとするところが 3件ございました。また 40歳以下

の方が移住して来られて、ここで業をされようという若者定

住助成につきましては、5 件の方に補助をさせていただいて

いまして、バリエーションに富んでおります。また地域的に

も定住促進重点地区が 20 件のうち 8 件で半分弱になってお

ります。逆に城下町は 2 件に留まるなど、傾向としていろん

なところにお店といいますか事業所ができているということ

が顕著になっているかなと考えております。 

上田委員        1 番お聞きしたかったのが地域別で、実際に市内にいろん

なところに広がっていくことは大変うれしいと思っておりま

す。  

次に、決算説明資料 350ページの観光宣伝事業、そして 353

ページの観光客なおもてなし事業、348ページの観光客誘致促

進事業に関連することですけども、先ほどから観光客が過去最

高の 300万人を超えたというような説明がありました。丹波篠

山国際博担当の決算審査のときにもお聞きしたんですが、丹波
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篠山に来られる目的は城下の雰囲気、歴史、文化などとセット

で、やはり食を求めて来られる方が多いと思います。オーバー

ツーリズムになっているというような意見もある中で、実際に

令和 5年度の観光客が増えた中で、これは確かな情報ではあり

ませんけど、ある人に聞くと食難民が出てコンビニで何か買わ

なければ何も食べられなかったというようなところもあると

聞きました。観光客が増えてオーバーツーリズムと食の関係を

どう考えているのか。また今週末、来週と城下町にはすごい数

の人が訪れ、また今田や西紀の楽市楽座、城東や丹南の味まつ

りといろいろあると思うんですけど、特にこの城下町と今田も

含めて食の対策を令和 5 年度の内容をどうつなげられようと

しているのか。その辺を教えていただきたいと思います。 

観光交流部（商工観光） 10月の城下町地区については、キャパシティーオーバーと

いいますか、人があふれ返るという状況になって昼食がとれ

なかったというお声も観光案内所や市役所などのほうにも届

いております。事業者の皆さん、商工会や観光協会とかも会

合の度に昼食難民の対策というのはどうしたらいいのかを事

業者と行政と一緒になって考えていかなければいけないとい

うことで度々話題には上っています。今年に関してもこの城

下町では飲食店が増えているとはいうものの、なかなかこれ

という打開策が見当たっていないところです。こちらとしま

しては城下町にお客さんが集中されますので、ここの飲食店

はいっぱいですが、もう少し車で走っていただきましたら、

他のところにももっとたくさん飲食店があるということはＰ

Ｒをしておりまして、今後も引き続いてやっていきたいと考

えております。非常に個性的な飲食店等も増えておりまして、

メディア等にも取上げられて人気のお店などもございます。

そこでも行列ができるかも分かりませんけども、そういった

ところにどんどん誘導していきたいと考えております。 

上田委員        なぜこのような質問をしたのかといいますと、観光客誘致

促進事業の事業効果の中で、情報発信をいっぱいやっていま

すと。国内向けにもＳＮＳをしたり、和装でまち歩きをキャ

ンペーン、昼と夜のにぎわい創出事業、また観光宣伝事業で

は観光客への丁寧な説明をされ、観光客おもてなし事業では

渋滞緩和の看板を設置されています。このように来てくださ

いということや渋滞を緩和しますというような内容しか載っ
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ていません。やはり 1 番の今の課題である食のことが何も触

れられていませんので、このような質問をさせていただきま

した。そして、丹波篠山にはキッチンカーがすごく多いんで

す。私もキッチンカーが大好きで、いろんなイベント等でも

キッチンカーを集められて楽しまれています。良いお店がで

きても座って食べるとなるとお店の中もいっぱいになります

が、キッチンカーだとそのまま食べられるというところあり

ますので、ぜひともキッチンカー等を含めた中で、これはな

かなか市がそこまでできないかもしれませんけども、一つの

手立てとして協議していただいたらうれしいと思いますので

提案しておきます。 

もう一つは観光客 300万人ですけども、観光客という定義が

必要だと思っています。日常生活を離れて、そこで学び、体験、

遊ぶということは観光客の定義になっています。私たちが大阪

の大丸に行って食事したら観光客として大阪ではカウントし

ているのか。丹波篠山にご飯を食べに来られて帰られる方が観

光客なのか。県の統計でも出ているんですけど、そう考えたら

私は神戸や大阪へ行ってご飯を食べて帰ってくるのが観光客

という定義になってないんじゃないかと思いますので、観光と

いうことを一度おさらい頂いたらいいかなと思いますので、こ

れも提案させてもらいます。 

観光交流部（商工観光） ありがとうございます。観光客の定義につきましてはその

とおりだと思っていまして、ふらっと来てちょっと買って帰

られる。これも観光の一つではあると思うんですけども、300

万人と言いましたのは定量的にお示しできるものがこれしか

なかったので、こういう数字を出していますが、やはりもっ

とゆっくり丹波篠山の空気感を味わっていただくとか、人と

触れ合っていただくとか、ものづくりを体験する。最近はモ

ノ消費よりもコト消費ということが数年前から言われていま

す。まさしくそのとおりだと思っており、もっと深く丹波篠

山を知っていただくには 1 日では足りないぐらいのコンテン

ツがあると思いますから、その辺りもモデルコース等を設定

して、ＰＲはしておりますけども、まだまだ不十分だと思い

ますので、そういったこともＰＲしていきたいと思います。 

上田委員        決算説明資料 355 ページの観光施設整備事業、この中で王

地山公園ささやま荘の防犯システム委託料が上がっていま
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す。これにつきましては、昨年の一般質問の中でも議員から

質問もございました。この委託料と関連した中で現状を含め

て、令和 5 年度から令和 6 年度に向けられてどうなっている

のかという内容をお聞かせください。 

観光交流部（商工観光） 王地山公園ささやま荘につきましては、令和元年の休館以

来、閉まったままになっているんですけども、今年度の 7 月

から活用、運営に係る事業者の募集を行っております。これ

については議員の皆様にも文書でお知らせをしたところでは

ございますけども、8 月末まで質問や現地見学の受付けを行

っておりまして数件ございました。9月 27日までで参加申込

みの受付期間をとっておりまして、これも複数の事業者が参

加申込みということで手を挙げていただいております。今は

まだ参加申込みの段階ですので今後、事業提案の受付け 11月

末まで行いますので、それを受けまして 12月ないし 1月頃に

は提案者のプレゼンテーション、そして審査会を開いて事業

者を決定していきたいと考えております。 

上田委員        利用者からの提案が決まりましたら議会のほうにも資料提

出やご説明をよろしくお願いします。 

隅田副座長       決算説明資料 353 ページの堀の貸しボートですが、利用状

況、また前年度に比べて増えているのか、減っているのか説

明お願いします。 

観光交流部（商工観光） 堀の貸しボートにつきましては、春の時期と秋の時期にさ

せていただいております。春の時期は 3 月末頃の桜の開花か

ら 5月いっぱいまで、秋の時期は 9月中旬頃から 10月いっぱ

いまで行っています。利用状況につきましては、天候や気温

にも影響されるのですが、令和 4 年度と令和 5 年度を比較し

ますと、令和 4年度がボートの貸出し台数としては 1,065台、

乗車人数が 2,641 人です。令和 5 年度が 882 台の貸出し、前

年比 183 台の減です。乗船人数は 2,118 人で、こちらも 523

人の減となっています。令和 4 年度に比べ令和 5 年度は利用

が減っている状況です。原因としましては、夏が早く来てな

かなか秋が来ないというようなこともありますので、5月や 9

月の利用が減っています。また不安定な気候による豪雨等で

営業ができないことの影響もあるかと考えております。 

隅田副座長       渋滞対策について意見ですけど、宝魚園から牛屋田中の交

差点あたりでは、南から北へ抜ける車が多いときはなかなか
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信号が変わってもインターの入り口のほうに動けないんで

す。信号機を右折だけはできるような形にして、3台ぐらいで

も車が右折できるようになれば、ちょっと流れが変わってく

るんじゃないかと思います。また警察との話合いの場があり

ましたら、検討していただければと思います。 

観光交流部（商工観光） インター付近の信号の件につきましては、あそこは県道で

すので兵庫県のほうに要望していくということになろうかと

思います。そういったことができるのか、まず警察とお話を

させていただきたいと思いますが、地域整備課等も含めまし

て庁内で共有して検討していきたいと思います。 

金崎委員        決算説明資料 350 ページ、委託料の観光大使業務というの

はどのような業務内容なのか教えていただけたらありがたい

です。 

観光交流部（商工観光） 一般社団法人丹波篠山市観光協会に委託をしているもので

して、毎年、丹波篠山市では観光大使さん定員 3 名を募集し

て、選定して様々な活動に取り組んで頂いているものです。

その募集、選定、イベント等への出席とか一切を観光協会に

委託をしています。様々なところで観光大使さんにはメディ

ア等も含めて出ていただいておりまして非常に人気の方々で

ございます。特に 6 月の茶まつりのときは茶娘の格好をして

いただいて、お茶摘みの写真のモデルになっていただいたり、

丹波篠山観光のＰＲに寄与していただいているところです。 

金崎委員        決算説明資料 342 ページ、商工振興費ですけれども、負担

金補助について、1 番下のコワーキングスペース開設支援事

業補助金について、こちらは何件分でこれだけの金額を使わ

れたのか。もしくは 1件だったのか。詳しくお願いします。 

観光交流部（商工観光） こちらにつきましては 1 件でございます。具体的には草山

地区のヴィレッジという施設がございまして、そちらのコワ

ーキング施設の内装改修にかかる費用で、補助率としまして

は県のコワーキング整備費がございまして、県が 4 分の 1、

市が 4 分の 1 で自己負担として事業者が 2 分の 1 を負担する

といった事業になっております。 

大内委員        決算説明資料 107 ページです。国際交流推進事業費ですけ

ども姉妹都市とは大学生を含む 12 名が訪問されたんですけ

ど、学生の選定について教えてほしいのと、行った方の感想

とか、体験内容とかもお聞かせいただけたらうれしいです。 
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観光交流部（商工観光） 行っていただく方につきましては一般の方も、それから 3

月に行きました高校生も公募しております。令和 5 年度に大

学生 3 名がありましたのは、一般の方の応募の中で 3 名の大

学生が応募してくれたというものです。市内高校生では鳳鳴

高校、産業高校、それから東雲高校の先生方を通じて在学の

皆さんに周知をしているものと、また市外の高校に行ってお

られる方でも市民であれば参加していただけるとしておりま

す。 

観光交流部（商工観光） 行かれたのが 8月 25日から 9月 5日、行程としては 1日ほ

ど行き帰りにかかってしまうんですけれども、入国手続をと

られた後に、丹波篠山市とワラワラ市の姉妹都市の 50年の記

念式典をされました。また、ワラワラのミュージアムや先住

民歴史博物館に行かれたり、ワラワラフェアという催しのパ

レードに参加をされたりしました。参加者の皆さんアメリカ

に行ったことがある方ない方、それぞれいらっしゃいますが、

行ってよかった、新しい体験ができて良かった、ホストファ

ミリーにとても温かく接してくれて英語が分からなくても身

振り手振りで意思疎通ができたので、受けたおもてなしに対

してもし来られることがあったら、ぜひこちらも同じような

おもてなしでホストファミリーとして受入れていきたいとい

うようなお声を聞いております。 

あわせまして先ほどは触れ合い交流の旅という派遣事業の

ほうだったんですけれども、それとは別に高校生のワラワラ市

の短期留学生事業も行っておりまして、こちらは令和 6年 3月

24日から 4月 4日の 10日間、派遣をさせていただいておりま

した。こちらの内容としまして、ワラワラ市役所、消防署、ワ

ラワラ博物館に行かれたり、ワラワラの鋳造所がありまして、

向こうも焼き物が丹波篠山と同じように盛んでありますので、

そちらのほうで体験をされました。あとは 4月なのでイースタ

ーのお祭りに参加されたりしました。参加された方の感想とし

ましては、鳳鳴、産業高校、北摂高校の 9名の高校生の方が行

かれました。アメリカのホストファミリーはすごくホスピタリ

ティにあふれて、丹波篠山の子どもさんたちを家族のように受

入れていただきました。土日はホストファミリーフリータイム

ということで、それぞれの家庭で、どこに行こうか何をしよう

かみたいなことをされるんですけれども、そこでワラワラの広
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大な土地での農業の体験をされたり、遊園地みたいなところに

行かれたりして、やっぱり行って良かった、一生の思い出に残

ることができたっていう感想を頂いております。 

大内委員       決算説明資料 106 ページの犬山市との交流のこともお聞かせ

いただいてよろしいですか。2 泊 3 日で交流を行いましたとい

うことで、その内容もよろしいでしょうか。 

観光交流部（商工観光） 犬山市の交流事業につきましては、8月 9、10、11日の 3日

間で行かせていただいておりまして、国宝犬山城に行かれた

り、クッキーづくり体験をされたり、花火を見たり、からく

りミュージアムの見学をさせていただいたりとか、体育館の

中で運動をさせていただいたり、陶芸体験をされております。

こちらも感想を頂いているんですけれども、行ったことがな

いので楽しみにしているということとか、なかなか花火も子

供たちだけで見ることもなかったので、とても楽しめたとい

う感想を聞いております。 

観光交流部（商工観光）  追加になりますが、こちらにつきましても募集の方法は、

市内の小学校を通じまして、チラシを配布させていただいて、

応募したというものでございます。そして犬山市のほうへ丹

波篠山の小学生が行きましたら同年代の犬山市の小学生と一

緒にこういった体験をするということで両市のつながりが出

来てきています。また愛南町のほうも交流をしており、昨年

度はこちらへ来ていただいてユニトピアささやまで泊まって

いただいて、一緒に遊んだりといったこともしておりまして、

両自治体間の小学生同士の交流というのがかなり深まってい

るなと感じております。 

上田委員        決算説明資料 348 ページの観光客誘致促進事業で、事業効

果の中でインバウンドということが書かれております。イン

バウンド向けには令和 5 年度はファムトリップとかで、訪日

の関心が高い旅行者へＰＲすることで誘客につながった。ま

た現地ツアーを実施したということがあるんですけども、こ

の頃、少しだけインバウンドの方だなという方をお見かけす

るようになりました。若干、進みつつあると思いますけども

令和 5 年度、これだけの事業をやられた中でインバウンドと

してどのぐらい効果があったのか。令和 5 年度には丹波篠山

国際博担当では英語版の地図とかパンフレットもつくられて

います。商工観光担当として、今の丹波篠山のインバウンド
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の状況、令和 5 年度も含めて動向、今後の展開をお聞かせく

ださい。 

観光交流部（商工観光） 令和 5 年度の外国人観光客数につきましては、約 3 万人と

いうことで、これも計測を始めてから最多の数字にはなって

いるんですが、全体が 300 万人ですのでまだまだ 1％という

数字でしかございません。なぜ外国人の方に丹波篠山に来て

いただきたいかと言いますと、日本の丹波篠山にはこんない

い文化があるんだ。こんないいところがあるんだということ

を知っていただきたいということからですので、ますますＰ

Ｒ等はやっていきたいと思うんですが、その方法も旅前の情

報発信でありますとか旅中の情報発信、そういったものを行

っていきたいと考えております。ＪＲ篠山口駅の観光ステー

ションでも今 3 人のスタッフでシフト制で毎日、常駐をして

おりますけども、かなり外国人の方が来られる日が増えてい

るということで、令和 4 年度と 5 年度につきまして、令和 4

年度はコロナ禍が明けてまだまだというところだったんです

けども、令和 5 年度と参考までに令和 6 年度の 4 月から 8 月

までの数字で申しますと、令和 5 年度では観光ステーション

に訪れた外国人の数は 79人であったのが、令和 6年度につい

ては 197 人ということで約 2.5 倍、になっております。さら

に訪日の方という比較でも令和 5年度は 57人、そして令和 6

年度は 171 人と、これも 3 倍に増えておりますので、今後も

この傾向は続いていくのかなと考えております。以前ですと

町を歩いていて普通に外国人の方と擦れ違うということがほ

とんどなかったんですけども、他言語が聞こえてくることが

増えているというのは実感をしておりまして、特に、比率と

しましては、アジアの方がまだまだ多いんですけども、丹波

篠山のこういった伝統文化といいますのは欧米の方にも、非

常に深く訴求できるものではないかと考えておりますので、

いろんな方面でＰＲをしていきたいと考えております。 

上田委員        ちょっと否定するんじゃないけども、今言われた篠山口の英

語対応スタッフの方は来られた方へのおもてなしです。それ

ではなく、インバウンドを広げようとするなら、どう来てい

ただくかを考えていただきたいと思います。おもてなしの体

制はできたので、次は来ていただく方法を考えていかなけれ

ばいけません。あるところでは、ローソンの上に富士山が見
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えただけで、写真をＳＮＳを見て来られたというところがあ

ったと思います。やっぱりＳＮＳでバズるといいますか、そ

れで来られる。もう一つは、どうしても日本の方は秋のシー

ズンとかに来られて、そのときはオーバーツーリズムになり

ます。でも、インバウンドの方は年中通していただくという

ことは、秋だけでなく、歴史とか文化とか景色とかを見に来

られるというところがありますので、やはりＳＮＳでバズる

というのが 1 番来ていただくいい方法かなと思います。写真

をハッシュタグをつけたもので発信するとか、そういう方法

を今後とも考えていかれたらどうかなと思います。 

観光交流部（商工観光） ＰＲの具体的な方法をお伝えしてなかったんですけども、

以前から観光ポータルサイトぐるり丹波篠山、これは日本語

版ですけども、外国語版としまして、ビジット丹波篠山とい

うものを観光ステーションスタッフによって運営をしており

ます。フェイスブックも、今までやっていたんですけども、

それに加えまして、これは決算とはまた別の話になるんです

が、令和 6 年度からインスタグラムの外国語版も開始をして

おります。国によりましてどのＳＮＳが 1 番使われているの

かが違いますので、いろんなチャンネルで行っていきたいと

考えています。 

大内委員        決算説明資料 355 ページの環境施設整備事業で、ぬくもり

の郷の第 1、第 2 源泉の工事が 3,500 万円というかなり大き

な金額を使われています。これについては特定財源として温

泉地施設整備基金を使われているんですけども、これは入湯

税の積み上げですよね。入湯税の積み上げが、今、どのぐら

いあるのか。今後も掃除でいけるのか。第 3 泉源も掘らない

といけないのかっていうところをお聞かせください。 

観光交流部（商工観光） 入湯税につきましては日帰り入湯者 1 人につき 100 円を頂

いております。約 16 万人が年間の入湯者となりますので、

1,500 万から 1,600 万円の入湯税を納めていただいておりま

す。そういったものを基金として積み上げていくんですが、

これにつきましては井戸以外にも様々な修繕とかにも使わせ

ていただいております。今まで温泉地施設整備基金がゼロに

なることはございませんでした。どれだけの残額があるかと

いうのは資料がないのですが、財政と協議をしながら、どの

部分に基金を充てていくのかということを毎年度予算の編成
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のときに相談をさせていただきながら進めているところで

す。 

そして井戸につきまして、第 1 泉源については平成 11 年に

掘削が終了しまして、今までに 5回ぐらい浚渫、清掃クリーニ

ングの工事をしております。おおむね 4年に 1回程度行ってお

りまして、一つの井戸で平均 1,500万円ぐらいのクリーニング

費用になるので、4年間で 1,600万円貯めるとなると、年間 400

万円ぐらいを基金に置いていく必要があると考えております。

そういったことも含めて、今後、基金が枯渇しないように進め

ていきたいと考えています。ちなみに、第 3 泉源につきまして

は、一度計画はあったんですけども、この第 1泉源と第 2泉源

を大事に使っていくということで、第 3泉源については今のと

ころ掘る予定はないということで御報告をさせていただきま

す。 

上田委員        16万人というのは、こんだ薬師温泉だけの入湯者数ですか。

入湯税というのは草山温泉もあります。この入湯税というの

は、こんだ薬師温泉だけに使うのではなく、救急車や防災行

政無線などの地域振興に使えるんです。今の 16万人は草山温

泉分も入っていて、こんだ薬師温泉で使われているのか。そ

の辺を再確認します。 

観光交流部（商工観光） 16万人と申しましたのは、ぬくもりの郷の入湯者でござい

ます。 

上田委員        入湯税というのは、温泉だけじゃなくって周辺施設も含め

た使い方がありますので、その辺だけはきっちりとしていた

だきたいと思います。特に今の質問の中で、入湯者が何人、

入湯税を一括して枯渇ないように進めたいというのは、全体

的な入湯税の答弁ですので、少しその辺はきっちりした答弁

しなければ誤解を招くということだけを申し上げます。 

 

 

 

■農業委員会事務局 

 

【主な説明】  

農業委員会事務局 決算説明資料に基づき説明 

【主な質疑応答】 
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隅田副座長     決算説明資料 294 ページ農業委員関係費について、タブレット

7 台と書いてあるんですが、どういう人が使われるのか。それか

ら、農業者年金の加入者数を教えてもらえればと思います。 

農業委員会事務局  まず一つ目のタブレット 7 台につきましては、現在、６つの地

域委員会がございますので、６つの地域委員会に 1 台ずつ貸出し

をしております。もう 1 台は事務局のほうで扱わせていただいて

おります。 

それから農業者年金の加入者数について、今、当市では農業者年

金に加入してらっしゃる方はいらっしゃいません。加入推進月間

が毎年ありますので、そのときに農業委員さんや農地利用最適化

推進委員さんを通じて新規就農の方を対象に加入の案内に回って

いただいているところです。受給していただいている方はたくさ

んいらっしゃるんですが、被保険者として掛けていらっしゃる方

は今のところおられない状況です。 

隅田副座長     推進をされている役員の方は受給者になるんですか。推進して

いるけど自分は加入されていないのでしょうか。 

農業委員会事務局  農業者年金に加入できる要件がありまして、加入できる要件が、

農業に 60日以上従事している者で、国民年金第 1号被保険者で、

それから 60歳未満の方と対象者が決まっておりますので、どなた

でもというわけにはいかないんです。加入推進には農業委員さん

と農地利用最適化推進委員さんが、新規就農された方でその要件

に合う方を対象にＰＲといいますか加入の推進に回っていただい

ております。 

上田委員      決算説明資料 297 ページの農業委員会事務局費のことで、全体

を見ていましたら農地法申請受付実績が 289 件いうことで、1 日

1 件以上の事務を処理されて、もう本当に大変だなというふうに

思っております。そうした中で、ちょっとトレンドとか含めてお

聞きしたいんですけど、特に非農用地につきましては、面積では

42.6％と 4割以上の増になっております。これについては、大体、

山林に還っているのか。また地形的にはどんなところの内容にな

っているのか。今後も非農地は増加してくるのかというところを

お聞きかせいただきたいと思います。 

次の 3 条の売買ですけどこれも 4 割増えています。特に、例年

と比べて特筆すべき内容があったのかを教えていただきたいと思

います。 

それから 5 条の転用ですけど、これにつきましては令和 4 年度
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と大きく面積も変わっていないんですけど、この 5 条の転用の中

で、主たる目的はどういう内容で申請をされているのかを教えて

いただきたいと思います。 

農業委員会事務局  まず、非農地ですけれども、非農地証明は登記地目が農地で現

況が農地でない状態です。山林であったり宅地が建っていたりす

るような状態が 20年以上続いている場合に、農地に復元すること

ができないものについて地目を変更としようとするものなので、

山林以外に宅地があったりします。 

それから 3 条ですけれども、令和 5 年の 4 月から下限面積が撤

廃されたことによりまして、それまでは 3,000 平米以上でないと

農地が取得できなかったんですが、農地法の改正によりまして、ご

く僅かな面積から農地が取得できることになったために、3条の申

請が増えたように思っております。 

それから 5 条の転用につきましては長屋住宅や個人の住宅、そ

れから駐車場等などが主な申請であるように思います。 

上田委員      事業効果の中で 289 件の申請受付があるんですけど、許可申請

の相談に来られたときの内容について、言える範囲で結構ですの

で、事務局も含めて苦労話等があったら教えていただきたいと思

います。 

農業委員会事務局  所有者さんが亡くなっておられて所有者が分からないんだけど

も農地を借りたいという相談があったりします。あとは、転用申

請がもう既に済んでいると思っていたのに実は転用の申請ができ

ていなかったというような相談や、所有者さんが遠方におられて

連絡がとれないから農地の貸し借りに大変苦慮しているというよ

うな御相談も受けたりもします。 

農業委員会事務局  ちょっと補足をさせていただきます。苦労話の中で不在地主が

いらっしゃいます。農地の所在も分からない方もいらっしゃいま

すし、一括して八反とか一町の農地を譲りたいんだけど御近所さ

んにもなかなか農地を取得される方がいらっしゃらないといった

ような御相談があります。そういうところにつきましては農業委

員さんや推進委員さんに御案内させていただいて、そちらから農

地を求めている方を紹介していただいたり、探していただいてい

ますが、なかなか面積が多くなりますと、どこの地域も高齢化等

後継者不足になっておりまして、担い手がいらっしゃらないとい

った中で、農地を取得される方を探していただくけれども見つか

らないというところが課題なのかなと思っております。 
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上田委員      ありがとうございました。３条の関係ではますます件数は下限

面積の関係で増えてくると思いますし、295 ページを見せていた

だきましたら、本会議を月 1 回、現地調査、そして事前調査、本

当に多忙な日々だと思いますけども許可申請事務ですので、今後

ともよろしくお願いします。 

 

 

■農都創造部（農業担当） 

 

 

【主な説明】 

農都政策課 決算説明資料に基づき説明 

【主な質疑応答】 

上田委員        決算説明資料 305 ページの生産調整対策事業の中で、事業

効果の主な転作作物の作付面積の推移の中で、黒大豆、枝豆、

山の芋、小豆等は大きな差異はないと思いますけども、特に

気になるのが保全管理が年々増えてきています。もう一つ大

きな動きが、不作付けがすごく増えてきています。この状況

について、地理的な状況や、実際に今どんな状況なのか。ま

た今後の展開はどうなっていくのか。これに対して手立て等

はあるのか。この内容を教えてください。 

農都創造部（農業）   保全管理、不作付けが増加している地区を集計したものを

持っておりませんので、申し訳ございません。一概には言い

かねますが、今後につきましては、今、地域計画を各地区で

まとめていただいている中で、その結果を見ながら各地区に

活用可能な支援策を探っていくということになろうかと思い

ます。 

上田委員        地域計画というのは、今、作っておられないところをまと

めていくのが主で、ある程度、集落の中でも優良農地的なと

ころになるんじゃないかと思います。私が考えている保全管

理や不作付けというのは山裾とか条件不利の農地が多々ある

と思います。本当に今つくっている地域計画の中で解決する

ものなのですか。 

農都創造部（農業）   おっしゃっていただいたように不作付け地となっていると

ころは山裾が多いかと思います。地域計画をつくればそれが

解決するのかといいますと、これは解決するものではないと
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は思っていますが、各地域が山裾の土地をどのように考えて

いらっしゃるのかというのをまず把握する。活用したいとい

う話があればそれを支援する。活用しないということになっ

たら、そのときにこの土地をどうしましょうというようなこ

とを考えていくのが、不作付け部分についての地域計画のス

タートラインではなかろうかと考えております。 

上田委員        令和 3 年度の地域計画が余りないときから増えてきている

状況の中で、地域計画を策定するから地域計画に任すのでは

なくて、今までの長いトレンドを見る中でどうするのか。こ

れを全て作付けするのは絶対無理な話です。作付けしないの

であれば、保全管理とか調整水田に持っていくとか、何でも

地域計画のほうに持っていくのではなく、全体的な丹波篠山

の農地として、今後どうするのかという方向を考えていくべ

きであると思います。全て地域計画というのは少し違う話か

なと思います。 

農都創造部（農業）   地域計画の取組の中では、田んぼ一筆ごとに獣害のあるな

しを地図に落とさせていただきました。その中で、1番多いの

が多紀地区で福住、村雲、大芋については、特に山裾の農地

が獣害でなかなかつくれないという実態が分かっておりま

す。これまで個々では分かっていらっしゃったんですけど、

地図上で見て、この辺がかなりひどいなということを地域で

共有頂いたというところは地域計画の成果かと思っておりま

す。その結果、やはり優良農地もあれば悪いとこもある。そ

れを個々で守っておられたんですけども、個々ではなく地域

でできないかという機運が話合いの中で盛り上がってきてい

るところもあります。その中でも獣害柵については、森づく

り課のほうでまた新たに要望調査をしているとこでございま

す。獣害対策を含めて、地域ぐるみでどうやって対応してい

くのかということも検討として、地域の中で不作付け地、保

全管理に対する対策を講じていくような話合いが持てたと思

っております。 

上田委員        実際、地域の担い手とか農業者が減少する中で、今までど

おりに全て作付けしてきれいな水田にするのははっきりいっ

て無理な状況です。それは分かっています。でも、どこに問

題点があるのかはやっぱり農業担当部局として日々考えてい

なければ、計画をつくるから、それで分かるという考えは甘
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いんじゃないかと思います。私も状況が好転するとは思って

いません。でもやっぱり問題意識としては常に持っておかな

ければならないということを申し上げたいと思います。 

2 番目に、決算説明資料 308 ページの中山間地域直接支払

制度事業について、急傾斜地の水田で現在 34 集落で実施頂

いていますという説明だったんですけども、これは申請です

か。それとも傾斜地の角度が 20 分の 1 以上の水田のある自

治会だったら全ていけるんですか。この辺の補助金の制度を

教えてください。 

農都創造部（農業）   中山間地域直接支払制度に関しましては、そうした条件不

利地、急傾斜地があるということが確認される集落で 5 か年

の計画を立てていただいて申請を頂くという制度になってお

ります。 

上田委員        そしたら今 34集落が取り組んでいるんですけど、ほかにも

該当する集落はあるんですか。 

農都創造部（農業）   他の集落におかれましても該当されるところがあるかと思

います。 

上田委員        幾らぐらい該当する集落があるかちょっとお聞きするんで

すけど。 

農都創造部（農業）   幾つというところまでは市のほうで把握しておるものでは

ないので、集落の希望や相談に応じて対応しています。 

上田委員        そしたら、市としてはこれだけの集落があるので、これに

対して推進をしていこうというスタンスではないという考え

方ですね。 

農都創造部（農業）   先ほどお話にありました山裾地域などの農地やあぜの適切

な管理にあたりまして、こういった国の事業がございます。

該当されるところは活用頂きたいということを多面的機能の

説明会や農会、5 か年計画の切替りの際には案内をしている

ところです。 

上田委員        決算説明資料 318 ページの農地利用促進事業について、資

料で配っていただいたリーフレットに記載してあるのです

が、令和 5 年 4 月から農地バンクを通じた農地の貸し借りを

行うようになりましたとあります。農地の出し手と農地を受

け手の間に農地バンクが新たに入って両方の調整をさせてい

ただきますということが載っています。そうした中で、事業

効果の中で、令和 5 年度で農地の賃借が 274 ヘクタールあり
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ますと。貸し手が 812 人で、借り手は 422 人と半分程度、そ

のうち農地中間管理機構による貸借は 48ヘクタールで、貸し

手 123人、これも借り手 64人と半分程度です。この状況をど

う思っておられるのか。またこのリーフレットの農地バンク

の調整役の方が農地中間管理機構になるのか。令和 5 年度の

貸し手、借り手の状況と、制度変更になった場合、どのよう

なメリット、またどのようなことが令和 5 年から起きてきて

いるのか、その辺の現状を教えてください。 

農都創造部（農業）   令和 5 年度の農地の貸し借りの方法については３つの方法

がございます。一つは、農業経営基盤強化促進法に基づきま

して、相対による農地の貸し借り、つまり、地権者と耕作者

のそれぞれによって貸し借りをされ契約を結ばれて市へ届け

ていただくという方法です。もう一つは、御覧頂きましたチ

ラシで、農地中間管理機構が農地の出し手と受け手の間に立

って貸し借りを進めていくという方法です。３つ目が、農業

委員会での手続になりますけれども、農地法 3 条によります

農地の貸し借りです。法改正によりまして令和 7年度からは、

相対による地権者と耕作者だけで農地の貸し借りという手続

が廃止されるというもので、農地中間管理機構を活用した貸

し借りと農地法 3 条による貸し借りの２つに制度が変わりま

す。こうした中で、令和 5年度の農地の貸借の方法としては、

２つの方法によって、貸し借りの手続を農都政策課では所管

して進めさせてきました。今後についても、市役所農都政策

課が農地中間管理機構から、これは神戸のほうに事務所がご

ざいますけれども、事務の委託を受けて窓口となって今まで

どおり市内の農家の皆さん、それから農地のお持ちの方の相

談に立って窓口の業務を進めてまいります。 

この農地バンクを活用したときのメリットについては、例え

ば、地権者が多数いらっしゃる場合で、耕作者はお 1人という

場合を想定いただきますと、多くの手続書面がそれぞれの地権

者ごとに必要になるのですが、こういった耕作者の事務手続の

負担を軽減するという目的もあり、国では制度改正していると

ころです。 

上田委員        やはり借り手のほうはだんだん少なくて、貸したいという

方が、こういう形で待っておられるという状況で、この問題

は令和 5 年度も続いていると。なかなか新しい制度を入れて
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も借り手の方が少ないのが現状という理解でよろしいです

ね。 

農都創造部（農業）   農地の貸し借りについては、貸出しを希望される方が、こ

れまでからも多い状況で、受け手の人数としては少ない状況

ではあります。ひとつ参考に申し上げますと、地域計画の中

で、規模を拡大したいという希望者に対して、どれぐらいの

経営面積の余力があるかということも確認させていただいて

おります。将来の安定した貸し借りができるというところは、

まだまだ見いだせない部分もあるかも分かりません。新規に

年間約 100 ヘクタール強の農地の貸し借りが進んでいる中、

今、担い手として希望を頂いておる方々の余力としては 700

から 800 ヘクタールの余力があるという意向調査の結果をま

とめております。農業をリタイアされた方の農地をきちんと

受けていただける担い手づくりも検討しながら、丹波篠山市

の農村環境を守っていく方向をつくっていかないといけない

なと考えています。 

上田委員        決算説明資料 320 ページの担い手支援事業の中で、県事業

の中で、農業経営スマート化促進事業補助金については雇用

の拡大に取り組む農業者などを対象者にされています。もう

1 つの農業生産コスト低減緊急対策事業補助金は法人とか認

定農業者、新規就農者が対象になっているんですけれども、

この雇用の拡大に取り組む農業者等という定義は何でしょう

か。 

農都創造部（農業）   農業経営スマート化促進事業につきましては、対象者の要

件の中に、農業経営の組織化をされたり法人化をされている

という要件があります。事業メニューの中で、雇用の拡大に

取り組む農業者ということで、今回、法人化をされて間もな

い経営体が雇用の拡大に向けて取り組まれるという意向がご

ざいましたので、機械導入の支援をさせていただきました。 

上田委員        分かりました。制度が重複してやるのはいいと思うんです

けど、そしたら結論としては農業者となっているけども、生

産コスト低減緊急対策事業補助金は法人とか認定農業者じゃ

ないとこの事業は受けられないという内容でよろしいです

ね。 

農都創造部（農業）   はい。 

上田委員        分かりました。 
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大内委員        続きで、320 ページ担い手支援事業のところで、集落農業

見守り応援事業補助金ということで、市内の三戸以上の農家

で構成するグループというふうになっているんですけども、

どういう感じを想定されているのか説明していただいければ

うれしいです。認定でもなく集落営農でもない。この三戸で

将来的には規模拡大をするのか。3 人の中の 1 人が規模を拡

大していくのか。想定の説明お願いします。 

農都創造部（農業）   新たな制度として創設させていただきました。大きな方向

性として、どのような農業者を育成していくかというところ

で、小さな農業者の支援を考えました。それからどのような

方向を目指していくかについては、グループ化をさせていた

だくことを一つの要件として、集落の担い手を目指していた

だく。その集落の担い手というのは、例えば集落営農組織を

イメージする場面もありましたら、三戸の内のお 1 人が独立

されて集落の担い手として頑張っていただく、いずれのパタ

ーンも想定して考えられます。その中で対象者としては、経

営規模を要件とは考えずに、3 人のグループができればとい

うことで、要件は緩やかにさせていただいております。既存

の認定農業者の方であったり新規就農者の方であっても、補

助率等は上限がありまして余り高額ではありませんけれど

も、認定農業者であったり、新規就農者の方も支援の対象と

させていただいて、門戸を広く受入れるようにしております。 

大内委員        3人で規約等を作る必要とかはないのですか。 

農都創造部（農業）   規約等をつくっていただくことは要件としていませんので、

3 人の方々の名簿を提出いただくことで可能となっておりま

す。 

大内委員        決算説明資料 314 ページの環境創造型農業推進事業ですけ

ども、有機農業産地づくり推進事業補助金ということで、こ

の中にオーガニックビレッジも入っていると思います。ちょ

っと感覚で申し訳ないんですけども、最近の農都のめぐみ米

については、すごく活発に動いてらっしゃって、皆さんも周

知されていると思うんですけども、オーガニックビレッジが

少し埋もれてきているのかなと思っています。今後のオーガ

ニックビレッジの展開とかを教えていただけたらうれしいん

です。 

農都創造部（農業）   オーガニックビレッジの認知を高めていくというところに
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つきましては、農都のめぐみ米もオーガニックビレッジもい

ずれも農業を通じて、自然環境や生き物への配慮に取り組ん

で頂く中で、丹波篠山市の農業農村を未来へつないでいくと

いうところは同じ方向を向いた取組であると考えておりま

す。まずは農都のめぐみ米で、慣行農業から少し農薬や化学

肥料を低減していく、まずは 50％減の特別栽培レベルで、そ

の先に有機農業があるというような段階的な取組で進めてい

くのが農業者の皆様にとっても取組を進めやすい形ではない

かと考えております。オーガニックビレッジも有機農業はも

ちろんのこと、環境、生き物に配慮して農業を取り組んでい

こうということで有機農業者の皆さん、認定農業者の皆さん

とも共有して進めているところです。オーガニックビレッジ

の取組に関しては、有機農業で、まずは作り方、生産面の取

組をしっかりと栽培実態をつかみつつ、また、これまで篠山

自然派の取組の支援、マルシェであったり、学校給食でも有

機農業にチャレンジするお米を活用しております。オーガニ

ックビレッジ、農都のめぐみ米と両方をしっかりと推進して

いるといった状況です。 

大内委員        決算説明資料 318 ページの農地利用促進事業の機構集積協

力金のところと、上田委員がおっしゃった 308 ページの中山

間地直接支払制度の周知について、中山間地のほうもまだで

きる地域があると思いますし、集積協力金のほうもひょうご

農林機構はかなりの面積を集積されていますので、もう少し

取れる地域もあったのではと思います。それで、誰が音頭を

とっていくのかっていうところで農政協力員さんも年に 1 回

変わっていくような方ですし、なかなか知識が入ってこない

のかなって思います。その辺りをどうしていくのかというと

ころを教えていただきたいです。 

農都創造部（農業）   例えば農地中間管理機構を活用した機構集積の協力金、ま

た中山間の直接支払い制度においても、地域の取り組む状況

によって、今後もっともっと事業活用できる可能性がある事

業ではあると思います。農政協力員の皆様を通じての周知で

あったり、また協力金については地域計画の説明の中で現在

は地域計画を策定することに重きを置いて取組を進めており

ますけれども、今後においても、この協力金の制度も皆様に

知っていただけるよう資料も配布をさせていただきながらよ
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り良い活用方法をお知らせしていきたいと考えます。 

大内委員        決算説明資料 304 ページ特産物振興事業、山の芋生産振興

補助金について、事業効果で山の芋の省力化及び生産拡大の

ための機械導入を行い生産の維持拡大を図ったとあるんです

けども、次の 305 ページの生産調整対策事業のところで面積

を見てみますと、山の芋はだんだんと右肩下がりになってお

ります。この補助金を取られている方は地域的にばらばらな

のか。例えば味間が多いのかとか、その辺りのことを教えて

ほしいです。 

農都創造部（農業）   山の芋の補助金を受けていらっしゃる方の地域分布につい

ては今手元にございませんので、後ほど資料出させていただ

きたいと思います。 

【後刻、資料の提出あり】 

大内委員        かなり長年、山の芋支援も行ってきたんですけども、分岐

点に来ているのかなということも思っております。事業効果

のほうも図ったとあるんですけども、なかなかその言葉も厳

しいような形になっているんで、その辺また改めて地域再生

協議会とかその辺で協議いただいたらと思います。 

上田委員        政策官にコメント頂きたいと思って質問させていただきた

いと思います。決算説明資料 303 ページの特産物振興事業、

の中で、事業の概要の中ほどにビニールハウス導入支援事業

補助金 4件、40万円の令和 5年度の実績がございます。丹波

篠山市の農業は、やはりハウス栽培というのは特産物も含め

て向いてないのか。この 4件、40万円、1件あたり 10万円で

余り広げられてないなと思います。特に今、新規就農者等の

方が入られる中で、新規就農の方等に対してもハウス栽培は

丹波篠山ではどうなのかなと。ハウス栽培されている播州地

域ではいっぱいあるんですけど、ハウス栽培の 40万円という

実績に対してどう思われているのか。また先ほど言いました

とおり丹波篠山農業ではハウス栽培は向いていないという

か。ほか特産品が幾らでもあるので、やはりそちらの面積拡

大とか、農業振興を目指すべきなのか。その辺の見解をお伺

いしたいと思います。 

農都創造部（農業）   市としてどうすべきかという判断は今ここではしかねると

ころではありますが、私の知見のもとに考えだけを述べさせ

ていただきます。今、言ってくださったように、新規就農者



31／40 

の方たちが取組やすい一つの方法としては、ビニールハウス

での栽培があると思うんですけども、これから日本の国全体

で、そして丹波篠山市でも目指しているのは多様な担い手が

支える多様な農業になると思います。その選択肢の一つとし

て、特定の特産物だけに注力するのではなくて、多様な農作

物、あるいは、同じ農作物でもビニールハウス等を活用した

栽培が必要な場面も出てくるかもしれないと考えると完全に

否定するものではないと思います。そして今注目したいのは

放棄されているようなビニールハウスがございます。そうい

うところを新規就農者の方が探してきて、そこを使わせても

らいたいというような形で自分で交渉をしています。ビニー

ルハウスの何がいいかっていうと、新規就農してすぐに収穫

収入が得られます。そういう意味でも取っ付きやすい手段で

もありますので、選択肢の一つとして考えていきたいと思い

ます。新規就農の相談にこられる方の話をよく職員の方も聞

いているので、その中でその人の経営もちろんですけれども、

地域にとっても、そして丹波篠山市が大切にしている景観に

ついても、そして丹波篠山市ならではの課題でもある水の問

題、ビニールハウスって水の問題がすごくあると思うんです

けども、水利権等の水の問題も含めてよく話し合って選択肢

の一つとしてあってもいいのではないかと思っています。 

上田委員        ありがとうございました。ビニールハウスの活用について、

今あるものの再利用とか、こういう手だてで葉っぱものとか

も含めた農業施策を推進していただいたらうれしいと思いま

す。というのは、余りにもこのビニールハウス助成 40万円と

いうのが、ほかの事業に比べ少な過ぎると思いましたので、

今後、農政協力員さんとの会でも進めていただいたらうれし

いなと思います。大規模農家等はビニールハウスを活用して

大きな事業をやられていますけども、新規就農者等はこのよ

うな方法もあるんですよということで、この 5 年度実績から

次の展開に行っていただいたらうれしいなと思います。 

金崎委員        関連で質問ですけれども、このビニールハウス 4 件助成受

けられているということで、例えばどのような農作物をこの

方たちは育てていらっしゃるのか。 

農都創造部（農業）   ブドウ栽培、葉物野菜などをつくられるにあたりハウスを

導入されております。 
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農都創造部（農業）   先ほど大内議員のほうからご指摘ありました山の芋の産地

ですけれども、味間が一つの産地と、もう一つは城北が、一

部岡野にもありますけれども、2大産地になっています。農家

戸数が減っているかというと、最近は維持しておりまして、

面積については大きな農家が、ご高齢のため一気に何反の単

位でやめられて、新しく始められる方が 1 アールとか 2 アー

ルレベルで、リスクが少ない状態で始められておるというの

が現状です。支援策についても潅水装置とか、スプリンクラ

ーみたいなものを助成して、何とかリスクを少なく、拡大し

てもらうように支援を取り組んでいるという状況です。あと

中山間直接支払い制度ですけれども、今年度で最終年度にな

っておりまして、来年度から新しい時期が始まるというとこ

ろで、多面的機能支払い交付金の組織に対して要望調査をさ

せていただきました。その結果が返ってきておりまして、何

件か新しく取り組みたいという御希望も伺っておりますの

で、また、職員が現地を見をさせていただいて、測量とかを

させていただいて、それが対象可能かどうかというところで

令和 7年度に新たに取り組んで頂きたいと思います。 

 

 

 

■農都創造部（農業担当）農都整備課 

 

【主な説明】 

 農都整備課 決算説明資料に基づき説明 

【主な質疑応答】 

上田委員        決算説明資料 313 ページの多面的機能支払い交付金事業に

ついて、事業の効果の中で、農家と非農家による共同活動が

促進され地域コミュニティの活性化が図られたというところ

があります。具体的に他の地域への参加も含めて、どのよう

に農地を農家と非農家が守っていたり、コミュニティの活性

化にどのような事業だったらつながるのか。この辺の事業実

施の内容等をお教えいただいたらうれしいと思います。 

農都創造部（農業）   まず、農家、非農家ということですけども、5年間の多面的

計画などの中で名簿を作成して頂いております。これは農家

と農業者以外ということで作成していただいておりまして、
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現時点では 5 組織が取り組んで頂いておりますけども、農家

と非農家の方がいわゆる共同活動、例えば、草刈りや清掃と

かの活動に取り組まれている組織もございます。そのような

形で、地域のコミュニティの活性化が図られたと考えており

ます。 

上田委員        丹波篠山市については、相当な圃場整備の整備面積が多く、

水路等は農業用の排水路等が多い中で、土地改良区の組合員

がやられているのが普通なんですけど、具体的に水路といっ

たら、どういうところで農地と非農地とかに分けるのでしょ

うか。私は土地改良だったら土地改良のほうがやるというよ

うに思っていたのですが、もう少し具体的にお願いできます

か。 

農都創造部（農業）   基本的には今おっしゃられたように土地改良区や施設管理

者に維持管理を行っていただいております。その中でも、今

年からは廃止されておりますけども、この多面的機能の制度

の中で、農村協働力の深化に向けた活動ということで支援、

いわゆる加算措置を受けられている組織もございます。それ

については、最初の段階で農業者、農業者以外ということで

分けられておりまして、細かく言いますと、構成員の中で今

でしたら 8 割というパーセンテージがあるんですけども、そ

のような形の中で参加をしていただいて、先ほどの草刈りと

なったらなかなか草刈り機を持ってというのは大変かと思い

ますけども、泥上げであったりとかも日当の対象にはなりま

す。活動していただいた方についても日当についてはお支払

いされています。これは補助金としては適正な執行になりま

すので、このような形をもってしていただいております。組

織についても先ほどの加算ということで若干の補助金も上乗

せされているという状況でますので、この制度を利用頂いて

いるということでございます。 

上田委員        実際に、地域の景観とか財産ですので、それは農地の農家、

非農家含めて一緒に活動して守っていったらすばらしい取組

だと思います。それから多面的機能支払い交付金としてはど

の分類に入るんですか。 

農都創造部（農業）   先ほどの加算につきましては、農地維持支払、資源向上支

払、長寿命化と三つの区分がございますが、資源向上支払の

中の加算措置ということで活動いただいております。 
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上田委員        決算説明資料 323 ページの県営土地改良事業の中で、令和

5 年度もたくさんのため池改修を実施されております。そう

した中で、1 つ目は、令和 5 年度はフレ谷池から萩原上池ま

でやられて、令和 6年度で延ばされるものもあるんですけど、

このため池改修の順位づけについて、工事の設計、工事を施

工する順位付けはどのように考えられているのか。 

もう 1点は、ため池については地元負担金がゼロという状況

ですけども、風船ダムの門田井根井堰は 3％の地元負担金があ

ります。この差異はどこにあるのか。また、地元負担について、

昔は県営土地改良事業でも地元負担があったと思うんですけ

ど、その地元負担の考え方。特管の管水路も地元負担がなしで

すが、この辺の違いはどうなのかを教えていただけますか。 

農都創造部（農業）   ため池改修の順位づけですけども、令和 3 年度に国の防災

重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置

法という法律ができました。これに基づきまして策定は兵庫

県ですけども、県と丹波篠山市で協議をしまして、ため池防

災工事等推進計画を策定しております。それで、この改修し

た順番ですけども、まずは漏水が発生している池を重点的に

進めさせていただいています。こちらについては、一気に漏

水したということではなくて、以前から漏水しているという

ような池もございます。あとその危険度とため池の大きさ、

漏水量に応じて、工事の順位を決めて、この防災推進計画を

つくっております。こちらについては現在、丹波篠山市では

25のため池が計画されており、それに基づいて計画を実施さ

せていただいております。 

続きまして地元負担になります。現在ため池整備事業につ

きましては、先ほどの防災重点農業用ため池です。緊急整備

事業ということで、全額公費で地元負担ゼロで実施しており

ます。以前はおっしゃられたとおり、ため池整備でも地元負

担は頂いておりました。これは、先ほどのこの法律、10年間

の計画になっているんですけども、緊急的に整備を進めると

いうことで、地元負担金がゼロということで進めておりま

す。これはため池があくまで防災事業の一つで国土強靱化に

も資するということで地元負担がゼロになっております。あ

と、篠山市特管は、鍔市・黒石ダム関連のパイプラインにな

りまして、これも地元負担ゼロとなっておりますけども、こ
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れは特定農業用管水路等特別対策事業ということで、いわゆ

るパイプライン管に石綿管が使用されている地区になりま

す。やはり石綿管ということになりますと将来的に農業者の

健康への懸念がございますので、これも地元負担ゼロで緊急

的にやっていきましょうということになっております。 

あと、乗竹地内の門田井根井堰については 3％の地元負担

になっております。こちらについては通常の土地改良事業で

ございます。管理者については地元負担金が発生するんです

けども、国が 55％、県 30％、市 12％となっております。国

が事業によって目安を決めておりますので、それに基づいて

地元担金を頂いているという状況です。 

上田委員        ありがとうございます。最後に基本的なことを聞きたいん

ですが、これは兵庫県が実施するため池、井堰、パイプライ

ン工事ということで、県営と近い事業ですけど、現在、技術

屋さんとかが市職員には少ない中で、市職員の方は県営土地

改良事業について、どこまで調整しなければいけないのか。

地元調整か、ある程度、県と一緒に設計とかをしていかけれ

ばならないのか。その辺りの職員の事務内容を教えてくださ

い。 

農都創造部（農業）   市の職員も少ないということと、やはり継続して技術が引

き継がれていないというところを懸念しているところです。

この県の事業への関わり方ですけども、まず初めに、事業採

択を受けるに当たって国に採択申請を行います。この採択申

請につきましては当然、県と相談はしますけども、市のほう

が主体となって作成して進めます。あと、その事業が採択さ

れれば、現状でいいますと、兵庫県篠山土地改良事務所のほ

うが事業を実施していただいております。ただ、全て県にな

ったから県がするということではなくて、市のほうも、ここ

におります担当が地元説明会に行かしていただいたりとか、

場合によっては用地の必要な場合もございます。そちらにつ

いては市のほうも一緒に行かしていただいてお願いをさせて

いただいたりということで関わりを持たしていただいており

ます。その中で、市のほうも少しずつですけども技術力をつ

けていくというようなことは大切だと思っておりますので一

緒に行かせていただくということはさせていただいておりま

す。 
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上田委員        初めの地元調整から、もし仮設がでてきた場合の用地の関

係とかを含めて、県営土地改良事業で県が全部やるんじゃな

く、市職員の技術屋さんが少ない中で関わっていただいてい

るので、大変と思いますけども頑張っていただいたらうれし

く思います。 

次に、決算説明資料 327ページの市単独土地改良事業につ

いて、私の勉強不足で申し訳ないんですけども、真南条の一

筆排水升設置工事が、丹波の森美しいむらづくりプロジェク

ト事業補助金の採択を受けられています。この丹波の森美し

いむらづくりプロジェクト事業補助金というのは、どこが所

管をしていて、どのような交付要件や定義があるのか。補助

金の内容について教えてください。 

農都創造部（農業）   この補助金は丹波県民局独自の事業となっており、篠山土

地改良事務所が担当しております。事業の要件としては、丹

波の森美しいむらづくりのプロジェクトの要件がございま

す。その中で田んぼダムや、ため池等の安全整備などがござ

います。その中で、丹波篠山市としてもそうですし、篠山土

地改良事務所としても、この田んぼダムを進めていきたいと

しておりますので、今回、田んぼダムをさせていただきまし

た。ただ、これは県に要望しておるんですけども、令和 5 年

度でこの事業が終わりましたので、今年度もお願いさせてい

ただいたんですけれども、引き続きこの事業につきましては、

一筆排水桝を直すことによって、田んぼダムということで、

下流域も安全な状況となりますので要望していきたいと思っ

ております。 

上田委員        名前から見たら地域の水をきれいにしたり、そういう事業

に使える補助金かなと思いますが、治水対策の田んぼダムの

補助金というだけの使用ということでよろしいですか。 

農都創造部（農業）   おっしゃるとおり現状では田んぼダムの補助金として実施

しております。 

上田委員        審査資料の中で、1 件だけ災害復旧関係の地元分担金が未

納の件がございます。これについて詳細は求めませんけども、

どのような状況で、今後どうされるのか。内容と今後の方向

性を教えてください。 

農都創造部（農業）   令和 4 年度と令和 3 年度の災害で未収金がございます。当

然この事業につきましては災害査定を受けますので、災害査
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定を受ける前には、地元負担金に対して同意の署名押印を頂

いております。なかなかそれでも、いざ完成し負担金を請求

させていただいたところ支払いいただけないというような状

況であります。こちらにつきましては、昨年度から今もです

けども納付書については送らせていただきます。あと電話も

させていただいております。家にも訪問させていただいたん

ですけども、2名おられるんですけども、1人の方はお出会い

できることもありますが、もう 1人の方にはお出会いできず、

御家族の方にお願いしたというような状況です。なかなか個

人情報の関係で、全てのことはお話してお願いできないとい

うところもございますけども、今後とも徴収に努めたいと思

っております。 

隅田副座長       決算説明資料 326 ページの土地改良施設維持管理適正化事

業について、事業の概要のところで、土地改良施設維持管理

費適正化事業というところで、施設管理者の管理意識の高揚

を図ると書いてあるんですけども、どういうことがあってこ

ういう言葉が記載されているのか説明していただければと思

います。 

農都創造部（農業）   適正化事業につきましては、通常、事業を改修する場合で

ありますと、一般的には全てを取り替える場合が多くござい

ます。今回この適正化事業につきましては、全てということ

ではなく、部分的に直していくような事業でもあります。こ

ちらについては、一つは地元負担金が 40％ということで、高

額になるということもございますけども、部分的に直しなが

ら、この施設を長寿命化していただくというのが大きな目的

でございます。この管理意識の高揚ですけども、施設はやは

りみんなで管理して、みんなで守っていくということで、管

理意識の高揚ということを書かせていただいております。 

隅田副座長       地域に対して管理意識を高揚させるために、どのようなこ

とを市としてはされたんですか。 

農都創造部（農業）   県のこの事業につきまして土地改良事業団体連合会という

組織がございます。そこと一緒にこの施設管理者に対して、

ここの施設はこうですよ、この施設は数年すれば交換になる

可能性がありますよというような、機能の診断を行って、管

理者に対して、市と県が一緒に説明をさせていただいていま

す。 
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隅田副座長       相手の施設管理者というのは 1 人ですか。それとも複数人

ですか。 

農都創造部（農業）   管理者としては 1 人ですけども、例えば会計さんや、多く

の場合は受益者の方にも機能診断のときにお越し頂きますの

で、1人と立合いするということはほぼございません。複数名

の方に機能診断で状況の説明をさせていただいたという状況

です。 

荒木座長        決算説明資料 328 ページの土地改良事業についてですが、

多面的機能型の素掘り水路からのぼろ型水路への更新という

ところですが、市内には素掘り水路がまだまだあるでしょう

か。どれくらいあって、これから順次更新されるという認識

でよかったでしょうか。 

農都創造部（農業）   今回この多面的機能支払いで補助をさせていただいたのが、

おっしゃられたとおり素掘り水路です。今、市内の素掘り水

路が、何メーターあって、何か所あるかというのは申し訳ご

ざいませんが把握はできておりません。ただ、現在、この農

都のまほろば水路について設置させていただいたのが、市内

で言いますと、こちらについては平成 29年から取り組んでお

るんですけども、市内で 39か所、延長で言いますと約 1キロ

の事業をさせていただきました。 

荒木座長        環境に配慮した農法を推進する丹波篠山市としてはやっぱ

り農都のまほろば水路をすごく私は気に入っていていいなあ

と思うんですが、なかなか地権者の方だったり、草刈りの都

合とか大変だと思うんですが、是非、事業を進めていってい

ただきたいなと思います。 

大内委員        現状を教えていただきたいんですけども、決算説明資料 313

ページ、多面的機能支払交付金事業ですけども、交付金の表

を見ますと、農地維持支払、資源向上支払というのがメイン

になってくると思うんですけども、これがそれぞれ 104組織、

102組織、それに対して長寿命化が 90組織ということで、長

寿命化をするに当たって、水路の整備とか農道の整備とかを、

せっかくできる事業なのにされないという理由を聞いていら

れましたら教えてください。 

農都創造部（農業）   今おっしゃられたとおり、長寿命化については約 10組織程

度少なくなっているような状況でございますけども、全ての

組織がそうではないんですけども、ほ場整備事業の状況によ
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っては、長寿命化をする箇所がないとおっしゃられる組織も

ございます。その逆で長寿命化をもっともっとしたいという

組織もおられます。この差については長寿命化でやっていく

場所がないというのが一つ。あともう一つは、やはり長寿命

化については事務手続が多く、例えば見積りを 3 社とるであ

ったり稟議書を廻すことであるとか、検査をするなどの手間

もございますので、その辺がネックになっているのではない

かと推測するところです。 

大内委員        もっとしたいっていうような地域もよく聞きますので、例

えばこの専門員さんとかいらっしゃるんであれば、広域化の

推進について、南矢代、高屋、高倉、垣屋とかの辺りはもう

広域化ができるのではないかと思うところもあります。あと

もう一押しだと思うんですけど、そういうところにはもっと

プッシュしてあげたらいいのではと思います。 

農都創造部（農業）   広域化についてですけども、令和 5 年の段階では 2 組織だ

けでした。今年度からは 3 組織が広域化組織として活動頂い

ております。あと、広域化についてのＰＲですけども、昨年、

今年とかけて、例年多面的機能支払交付金事業の説明会を開

催させていただいておりますけども、その中で広域化のメリ

ットについても、兵庫県のほうから説明頂いたというような

ところでございます。説明会も含めて、今田地区でもそうで

すけども、ほかの地区でも、既に広域化をしたいというふう

におっしゃっていただいている組織も出てきております。ま

た、今田地区におきましても、広域化について説明会なども

させていただいた次第でございます。市としてもやはり広域

化というのは制度上から言えば非常にメリットがある。長寿

命化については特にメリットがある状況でございますので、

広域化について、引き続きＰＲ、説明をしてさせていただき、

また協力もさせたいと思っておりますのでよろしくお願いし

ます。 

 

 

■議員協議 

― なし ― 

 

■意向確認 



40／40 

認定第１号 令和５年度丹波篠山市一般会計歳入歳出決算認定について 

認定第５号 令和５年度丹波篠山市水道事業会計決算認定について 

認定第６号 令和５年度丹波篠山市下水道事業会計決算認定について 

 

               ―全員賛成― 

 

荒木座長    この結果を含め、執行部との質疑、答弁の内容について座長報告を

行いたいと思います。報告については座長に一任願いたいと思います。

また、本日の会議の記録については事務局に調製させ座長、副座長に

おいて内容確認を行いたいと思います。 

 

―異議なし― 

 

■その他 

 ・令和５年度行政事務事業評価の結果について修正箇所の確認 

 

 

荒木座長   本日の会議の記録については、事務局に調製させ、座長、副座長にお

いて内容確認を行いたいと思います。 

 

―異議なし― 

 

 

隅田副座長 あいさつ 

 

散会 １５：２８ 

 

 


